
         

   

久万高原町社会福祉協議会指定一般相談支援事業所 

重要事項説明書 

 

 本重要事項説明書は、当事業所と指定一般相談支援に関する利用契約の締結を希望され

る方に対して、社会福祉法第 76条に基づき、事業所の概要や提供する指定一般相談支援の

内容、契約上ご注意いただきたいことを説明するものです。 
 
 
１ 指定一般相談支援を提供する事業者について 

事 業 者 名 称 社会福祉法人久万高原町社会福祉協議会 

代 表 者 氏 名 会長  玉泉 豊 

本 社 所 在 地 

（ 連 絡 先 ） 

社会福祉法人久万高原町社会福祉協議会 

愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩２９２０番地１ 

電 話：０８９２－５６－０７５０ 

ＦＡＸ：０８９２－５６－０１６６ 

法人設立年月日 平成１６年８月１日 

 

２ ご利用者への指定一般相談支援を担当する事業所について 

（１）事業所の所在地等 

事 業 所 名 称 久万高原町社会福祉協議会指定一般相談支援事業所 

指定一般相談支援

の種類 

地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援） 

基本相談支援 

サ ー ビ ス の 

主たる対象者 

身体障害者 知的障害者 精神障害者（発達障害者を含む） 

政令で定める難病等により障害がある者 

指 定

事 業 所 番 号 

地域移行支援・地域定着支援 

平成３１年４月１日愛媛県指定第３８３３４０００１７号 

事業所所在地 愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩２９２０番地１ 

連 絡 先 
電 話：０８９２－５６－０７５０ 

ＦＡＸ：０８９２－５６－０１６６ 

事業所の通常の 

事業実施地域 
久万高原町全域 

事業所が行う他の 

相談支援事業等 

指定特定相談支援  

平成３０年４月１日久万高原町指定第３８３３４０００１７号 

指定障害児相談支援  

平成３０年４月１日久万高原町指定第３８７３４０００１８号 

 

（２）事業の目的および運営方針 

事 業 の 目 的 

支給決定を受けた障害者に対し、利用者の意思及び、人格を尊重し、利

用者の立場に立った適切かつ円滑な指定一般相談支援を提供すること

を目的とします。 



         

   

運 営 方 針 

利用者が地域において自立した日常生活、または社会生活を営むことが

できるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密

な連携を図りつつ、地域相談支援を該当利用者の意向、適性、障害の特

性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に行うように努めるものとす

る。 

 

（３）事業所窓口の営業日及び営業時間 

営 業 日 

月曜日から金曜日 

ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び１２月２９日から

１月３日までを除く。 

営 業 時 間 

午前８時３０分から午後５時１５分 

ただし、地域相談支援における緊急の場合は、この限りではない。 

上記営業日及び営業時間のほか、電話等により２４時間連絡が可能な体

制とする。 
 
  
（４）事業所の職員体制 

管 理 者 

相談支援専門員 
倉橋 真未 

ピアサポーター 正岡 俊彦 

 

職種 職 務 内 容 人員数 

管理者 

１ 従業者及び業務の管理、利用の申し込みに係る調整を

一元的に行います。 

２ 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮

命令を行います。 

兼 務 

１ 人 

相談支援専門員 

 

地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）、基本相談

支援を行います。 

 

兼 務 

１ 人 

ピアサポーター 利用者と同じ目線に立って相談・助言等を行う。 １ 人 

 
 

３ 提供する地域相談支援の内容 

（１）地域移行支援 

地域移行支援計画

の作成 

利用者の意向、適性、障害の特性等を踏まえ、地域移行支援計画を作

成します。計画の作成後においても、適宜、地域移行支援計画の見直し

を行い、必要に応じて地域移行支援計画の変更を行います。 



         

   

地域生活に移行す

るための活動に関

する支援 

 利用者との面接により、利用者の心身の状況等を把握し、住居の確保

その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談に応じ

ます。また、地域移行のための指定障害福祉サービス事業所等への外出

の際に同行し、必要な支援を行います。なお、面接または同行支援は、

おおむね週に１回、少なくとも月に２回行います。 

障害福祉サービス

の体験的な利用支

援 

利用者の状況等に応じ、地域生活へ移行するために必要な指定障害福

祉サービス（生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援）の

体験的な利用を支援します。 

体験的な宿泊支援 

指定障害福祉サービス事業者や指定障害者支援施設等または精神科

病院の担当者との連絡調整を行い、利用者の相談に応じながら、一人暮

らしに向けた体験的な宿泊の支援を行います。 

※地域移行支援の実施にあたっては、市町や指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行

います。また、住居の確保や行政機関の手続き等について、利用者またはその家族が行うこと

が困難な場合は、利用者の同意を得て代行します。 

 

【地域移行支援計画作成の手順】 

アセスメント及び

支援内容の検討 

利用者が入所・入院する障害者支援施設等または精神科病院を訪問し、

利用者に面接を行い、利用者の心身の状況、その置かれている環境及び

日常生活全般の状況、利用者の希望、課題等を把握します。そして、利

用者が地域において自立した日常生活または社会生活を営むことがで

きるように支援する上での適切な支援内容の検討を行います。 

地域移行支援計画

の原案の作成 

アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の

生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の質を向上させるた

めの課題、地域移行支援の目標及び達成時期並びに地域移行支援を提供

する上での留意事項等を記載した地域移行支援計画の原案を作成しま

す。 

計画作成会議の開

催 

指定障害者支援施設等または精神科病院の担当者等を招集し、計画作成

会議を開催し、地域移行支援計画の原案の内容について意見を求めま

す。 

利用者等への説

明・交付 

地域移行支援計画の内容について、利用者または家族に対して説明し、

文書により同意を得た上で、地域移行支援計画を利用者に交付します。 

 

（２）地域定着支援 

地域定着支援台帳

の作成 

利用者との面接により、その心身の状況、置かれている環境等を把握

し、利用者の緊急時において必要となる家族、サービス事業者、医療機

関等の連絡先その他利用者に関する情報を記載した地域定着支援台帳

を作成します。台帳作成後においても、適宜、地域定着支援台帳の見直

しを行い、必要に応じて地域定着支援台帳の変更を行います。 

常時の連絡体制の

確保 

利用者の心身の状況及び障害の特性等に応じ、適切な方法により、利

用者またはその家族と常時の連絡体制を確保します。また、利用者の居

宅への訪問等を行い、利用者の状況を把握します。 

緊急の事態におけ

る支援 

緊急に支援が必要な事態が生じた場合には、速やかに利用者の居宅へ

の訪問等により状況を把握し、その状況に応じて、利用者の家族、利用

者の利用する指定障害福祉サービス、医療機関その他の関係機関との連

絡調整、一時的な滞在による支援その他の必要な措置を適切に講じま

す。 

 

 



         

   

４ 提供する地域相談支援の利用料について 

地域相談支援 相談に係る利用者負担額は発生しません。 

その他の費用 
利用者の事情により必要となる実費をご負担いただくことがある際は、

書面によって利用者への説明を行い、利用者の同意をいただきます。 

地域相談支援給付

費の通知 

事業者は、法定代理受領により市町から相談支援給付費の支給を受けた

場合は、利用者に対し当該地域相談支援給付費の額を通知します。 

 

５ 虐待の防止について 

（１）虐待防止措置について 

ご利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じます。 

① 虐待防止のための対策を検討する委員会の開催 

② 虐待防止のための指針の整備 

③ 虐待を防止するための定期的な研修の実施 

（２）虐待防止対策体制について 

  虐待防止受付担当者は、受付けた通報内容を虐待防止責任者に報告します。虐待防止対応

責任者は内容を確認した上で、原因解決の検討、当事者との話し合いを行い迅速な改善を図

る事とします。また、虐待防止検討委員会への虐待防止結果の報告、虐待原因の改善につい

て当事者（ご家族も含む）及び虐待防止検討委員会への報告をします。また、サービス提供

時に虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村へ通報するも

のとします。 

（３）虐待通報の受付の方法 

  虐待の受付については、面接・電話・書面などにより虐待防止受付担当者は受付をします。 

虐待防止受付担当者 管理者  西森 友紀 

 

６ 適切な相談支援事業の提供体制確保について 

  適切な指定相談支援事業の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又

は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

従事者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる

ものとします。 

 

７ 業務継続計画（ＢＣＰ）の策定等について 

  感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施、再開するための措置を講じま

す。 

① 業務継続計画の策定 

② 研修・訓練の実施 

③ 業務継続計画の定期的な見直し 

 

８ 感染症予防及びまん延防止のための措置について 

  感染症の発生及びまん延等に関する取り組みを徹底するための措置を講じます。 

① 感染症対策委員会の定期開催 

② 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備 

③ 研修・訓練の定期実施 

 

 



         

   

９ 秘密の保持と個人情報の保護について 

①利用者及びその

家族に関する秘

密の保持につい

て 

 

○事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」

及び厚生労働省が策定した「福祉事業者における個人情報の適切な取り扱

いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとしま

す。 

○ 指定一般相談支援事業所の従業者及び管理者（以下「従業者等」という。）

は、業務上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三

者に漏らしません。 

○ また、この秘密を保持する義務は、指定一般相談支援の契約が終了した

後においても継続します。 

○ 事業者は、従業者等に業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保

持させるため、従業者等である期間及び従業者等でなくなった後において

も、これらの秘密を漏らす事のないよう必要な措置を講じます。 

②個人情報の保護

について 

○ 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担

当者会議等で使用する等、他の指定障害福祉サービス事業者等に、利用者

の個人情報を提供しません。また利用者の家族の個人情報についても、当

該利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者

会議で使用する等、他の指定福祉サービス事業者等に利用者の家族の個人

情報を提供しません。 

○ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙

によるものの他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意

をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとしま

す。 

○ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開

示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた

場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を

行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負

担となります。) 

 

１０ 緊急時の対応方法について 

① 指定一般相談支援の提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、

速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定す

る連絡先にも連絡します。 

 ② 上記以外の緊急時においても下記の連絡体制にて行います。 

曜日・時間等 連絡先 対応方法 

月から金（祝日除く） 
8 時 30 分～17時 15 分 

０８９２－５６－０７５０ 常時連絡体制整備 

上記以外 ０８９２－５６－０７５０ 転送電話により携帯電話にて職員が対応 

 

１１ 事故発生時の対応方法について 

利用者に対する指定一般相談支援の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町、

利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

また、利用者に対する指定一般相談支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、

損害賠償を速やかに行います。 

 



         

   

本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名 三井住友海上火災保険株式会社 

保 険 名 福祉総合賠償責任保険 

保障の概要 
対人・対物賠償、人格権侵害補償一億円（支払限度額） 

その他賠償補償（その他費用・見舞費用等） 

 

１２ 記録の整備 

事業者は、指定一般相談支援の提供に関する記録を整備するとともに、指定一般相談支援

を提供した日から５年間保存します。事業者の窓口業務時間（毎週月曜日から金曜日 午前

８時３０分から午後５時１５分）に自分の記録を見ることができ、実費を負担しコピーする

こともできます。 

 

１３ 要望・苦情等申立先及び虐待防止に関する相談窓口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業者の窓口】 

久万高原町社会福祉協議会 

苦情解決第三者委員※別紙１を参照 

所 在 地：上浮穴郡久万高原町上黒岩２９２０番地１ 

電話番号：０８９２－５６－０７５０ 

Ｆ Ａ Ｘ：０８９２－５６－０１６６ 

受付時間：毎週月曜日から金曜日 

      午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

【市町村の窓口】 

久万高原町役場 保健福祉課社会福祉班 

障害者福祉係 

所 在 地：上浮穴郡久万高原町久万 65 番地 1 

電話番号：０８９２－２１－１１１１ 

Ｆ Ａ Ｘ：０８９２－２１－２８６０ 

受付時間：毎週月曜日から金曜日 

      午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

【公的団体の窓口】 

 愛媛県社会福祉協議会 

愛媛県運営適正化委員会 

苦情解決部会（救ピット委員会） 

所 在 地：松山市持田町 3 丁目 8－15 

電話番号：０８９－９９８－３４７７ 

Ｆ Ａ Ｘ：０８９－９２１－８９３９ 

受付時間：毎週月曜日から金曜日 

      午前 9 時 00 分～午前 12 時 00 分、午後

1 時 00 分～午後 4 時 30 分 



         

   

重要事項説明の年月日 

この重要事項説明書の説明年月日      年    月    日 

 

上記内容について、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基

づく地域相談支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 24年 3月 13日厚生労働

省令第 27号）」第 5条の規定に基づき、利用者に説明を行いました。 
 

事

業

者 

所 在 地 愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩２９２０番地１ 

法 人 名 
社会福祉法人 

久万高原町社会福祉協議会 

代 表 者 名 会長       玉 泉  豊      印 

事 業 所 名 久万高原町社会福祉協議会指定一般相談支援事業所 

説明者氏名 相談支援専門員   倉 橋  真 未    印 

 

 

上記内容の説明を事業者から確かに受けました。 

利 用 者 

住 所 
 

氏 名               印 

 

代 理 人 

住 所 
 

氏 名                         印 

 


